
信金中央金庫及び国土交通省とのパートナー協定締結について

民都機構は、信金中央金庫及び国土交通省との間で、リノベーション事業や公的不動産活用事

業などのまちづくり事業の推進に向けて、パートナー協定を締結しました。

民都機構は、地方創生に資するまちづくりを進めていく上で、まちづくり会社等が行うリノベ

ーション事業や公的不動産活用型事業などのまちづくり事業について、積極的に金融支援や情報

発信等を進めているところです。

このため、民都機構は、こうした事業に明るく地域の金融を支える信用金庫の中央機関である

信金中央金庫及び積極的な支援を進めてきた国土交通省の３者で、まちづくり事業の支援を実施

していくためのパートナー協定を締結しました。

本協定の主な内容については以下のとおりです。

（１） 国土交通省及び民都機構は、信金中央金庫を通じて、信用金庫又はその顧客に対してまちづ

くり支援制度等について情報提供します。

（２） 信金中央金庫は、国土交通省及び民都機構に対して、まちづくり支援制度等の活用が見込ま

れる案件について情報提供します。

（３） 民都機構は、信用金庫又はその顧客からの要請に応じて、まちづくり事業の事業者に対して

専門家の派遣、事業計画についての相談等を行います。

また、国土交通省は、まちづくり事業に関して、関係機関等に対して協力要請等を行いま

す。

（４） ３者が定期的な意見交換を行うとともに、まちづくり事業の推進に関し連携した支援のあり

方等について検討を行います。

本協定の締結を通じて、まちづくり会社等によるまちの賑わい創出や地域の課題解決に資する

まちづくりが積極的に進められるとともに、こうしたまちづくり事業を通じて信用金庫が有する

地域のお金が地域で循環することにより、地域経済の活性化が図られることを期待しています。

本件についてのお問い合わせは、以下の連絡先にお願いいたします。

＜お問合せ先＞

一般財団法人 民間都市開発推進機構 企画部 担当：今泉、太田 TEL ： 03-5546-0797


